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平成３０年度  

犬山商工会議所 

小規模事業者設備投資等補助金＜追加公募分＞ 

【公募要領】 
                

 

１．補助事業の目的  

 本補助事業は、小規模事業者が犬山商工会議所等の指導、助言を受けつつ、自ら

の強みを活かした事業計画を策定するとともにその計画に沿った設備投資等を実

施して生産性の向上を図る事業に対し、一定の補助金を交付することにより、当該

事業者の持続的発展に資することを目的とします。 

 

２．補助事業の内容  

 申請者が実施する設備投資等事業に要する次の各号に掲げる経費について、その

全部又は一部を補助します。  

１）補助対象経費 

① 機械装置等購入経費 

事業の遂行に必要な機械装置、工具器具・備品等の購入に要する経費 

② 外注費 

事業の遂行に必要な店舗、工場、事務所等の改装や建物の付属設備、構築物等の

設置に要する経費 

③ 車両運搬具購入経費 

事業の遂行に必要な車両（乗用自動車を除く）の購入に要する経費 

④ ソフトウエア購入経費 

事業の遂行に必要なソフトウエアの購入に要する経費 

⑤ 「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備等購入経費 

犬山市が策定した「先端設備等導入促進基本計画」に合致する旨の認定を受けた

「先端設備等導入計画」に基づき、設備等を導入するのに要する経費 

⑥ その他 

①から⑤の他、事業の遂行に必要な設備等の購入等に要する経費 

 

２）補助対象設備等の要件 

補助の対象となる設備等は、次の要件を満たす必要があります。 

ア．リース物件でないこと。（「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備等に 

あっては、この限りではない） 
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イ．購入する設備等は、生産性の向上を図るために導入する新品でありかつ、犬 

山市内に設置されるものであること。 

ウ．設備等の導入は、事業実施期間内に行うことができること。 

エ．設備等は、１０万円以上の減価償却資産であること。 

オ．生物でないこと。 

カ．汎用性が高いものでないこと（事業の経営力強化に必要不可欠な設備等で、 

かつ、当該事業でのみ使用するものはこの限りでない。） 

キ．以上のほか、「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備等にあっては、 

犬山市の当該認定に係る要件を満たすものであること。 

 

３）補助率及び補助の上限額 

補助対象経費が４５万円の場合は、その２／３である３０万円を限度に適当と認

めた経費を補助します。同様に、補助対象経費が３０万円の場合は、補助する金額

は、その２／３である２０万円が限度となります。 

補助対象経費が６０万円の場合は、その２／３は４０万円となりますが、補助す

る金額は、補助上限額である３０万円が限度となります。ただし、補助対象経費に

「先端設備等導入計画」に基づき導入する所定の設備等が含まれる場合は、当該上

限額を５０万円にまで拡大することとします。 

 

※「生産性向上特別措置法による支援」とは 

本年６月６日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。この法律は、中小・小規模事業者が設備投資をすることに

よってその労働生産性の向上を図ることを目的としています。 

この法律に基づき、市区町村は、「導入促進基本計画」（計画期間は、３年。以下「基本計画」という。）を策定します。 

中小・小規模事業者は、自らの労働生産性を一定程度向上させるために生産、販売活動において直接使用する機械装置、

工具・器具、建物付属設備等を導入する「先端設備等導入計画」（以下「導入計画」という。）を、商工会議所等支援機関の

事前確認を経た上で策定し、市区町村に対し、それが「基本計画」に適合している旨の認定を申請することができます。 

中小・小規模事業者は、当該認定を受けた「導入計画」に基づき所定の設備等を導入する場合には、税制、金融面等にお

いて各種の支援を受けることができます。この具体的な支援措置の主なものは、次に掲げるとおりです。 

・導入する先端設備に対する固定資産税の特例適用 

・必要とする資金調達に係る支援（信用保証） 

・補助金におる優先的採択 

 

４）事業の効果 

補助の対象となる設備投資等事業は、次に掲げる効果のいずれかが見込まれるも

のであることが必要です。 

ア．設備投資等事業を実施することにより、付加価値額（営業利益、人件費及び 

減価償却費の合計額）が、３年間で５％以上向上することが見込まれるこ 

と。 

イ．売上高が、３年間で５％以上向上することが見込まれること。 



3 

 

ウ．売上の減少率を３年間で５％以上抑止することが見込まれること。（当該事 

業に係る市場規模の縮小など特殊な事業環境により、売上減少が常態化し 

ている事業者） 

エ．補助対象事業者が、犬山市が創業支援事業計画に基づき実施する「特定創業 

支援事業」に係る支援を受けた旨の証明書の交付を受け（犬山商工会議所小 

規模事業者設備投資等補助事業実施要綱第４条に規定する事業実施期間内 

に当該証明書の交付を受けた場合を含む。）、かつ、事業実施期間内に開業 

（個人の場合は開業届の提出、法人の場合は法人登記の完了）した者（以下 

「創業者」という。）の場合にあっては、次の①②の要件の全てを満たす者。 

①当該創業計画書に掲げる事業目標を達成すること。 

②開業２年目の付加価値額又は売上が初年度実績に比し向上すること 

が見込まれること。 

 

５）採択 

補助対象事業としての採否については、「小規模事業者設備投資等補助金審査会」

において事業の確実性、有効性などの点から審査した結果を踏まえて、会頭が決定

します。 

 

３．応募要件  

次の①から⑦の要件の全てを満たす者とします。 

 

①工場または事業所が犬山市内に立地する者 

②事業を１年以上継続して実施している者ただし、創業者は、この限りではない。 

③当該設備投資等事業について、犬山商工会議所の指導、助言を受けている者 

④医師、歯科医師、助産師、組合、一般社団法人、医療法人、宗教法人、ＮＰＯ法 

人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等でない者 

⑤常時使用する（短期、季節、短時間雇用を除く。）従業員数（会社等の役員、個 

人事業主及びその家族従業員を除く。）が２０人（商業・サービス業（宿泊業を 

除く。）にあっては５人）以下である者 

⑥市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国保税）が未納でない者 

⑦本人、役員及び家族従業員等が、犬山商工会議所小規模事業者設備投資等補助 

事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）第２０条第１項第６号の別表４に規 

定する「設備投資等補助金の交付を受ける者として不適切」ではない者 

 ⑧ 平成３０年度において、本補助金に採択されていない者 

 

 

４．申請方法  

① 申請前照会 

導入する設備等が本公募要領に合致するかどうか、別添「設備等照会票」に
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より犬山商工会議所に照会してください。 

    照会の締切：平成３０年１１月１６日（金） 

  ②申請 

照会後、「申請に必要な書類等」を犬山商工会議所に提出してください。 

申請書の受付開始  ：平成３０年１０月 １日（月） 

申請書の受付締切  ：平成３０年１１月３０日（金） 

 

（照会・申請に関する問い合わせ先） 

犬山商工会議所中小企業相談所 

〒４８４－８５１０ 愛知県犬山市天神町１丁目８番地 

電話番号０５６８－６２―５２３３ 

 

  なお、本事業の申請に際しては、犬山商工会議所の確認が必要となります。 

  犬山商工会議所に「経営計画書」及び「補助対象事業計画書」の写しを提出の 

うえ、「支援計画書」の作成・交付を受けてください。 

 

５．重要事項、注意事項  

本補助金に係る重要事項等は、次各号に示すとおりです。必ずご確認・ご理解を

いただいた上で申請してください。 

 

① 申請に係る設備投資等事業は、申請日以降であれば、採択前又は補助金交付 

決定通知前における事前実施ができます。  ただし、次の場合における事前実 

施に要した経費については、補助されないことにご注意ください。 

ア 不採択の場合において、事前実施した事業に係る経費 

イ 採択の場合において、「補助金交付決定通知書」にある交付決定の内容に 

含まれない部分に係る経費 

② 創業者にあっては、事業実施期間内に開業しなかった場合には、事業の実施 

に要した経費は補助されません。 

③ 審査の結果、採択が決定されると、犬山商工会議所から申請者に対し、補助 

金の交付（支払い）対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定 

通知書」が送付されます。 

④ 補助対象事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。 

補助対象事業は、交付決定を受けた内容で実施するものですが、事業を実施す

る過程で、当該事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合（軽微な変更

を除く。）には、補助対象事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ（発

注・契約前に）、所定の「変更承認申請書」を提出し、犬山商工会議所の承認を

受けることが必要です。 

⑤ 補助金交付決定を受けても、定められた期日までに所定の「実績報告書」等 

の提出がないと、補助金の支払いを受けられません。 
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補助対象事業の終了後は、当該事業で取り組んだ内容を報告する「実績報告書」

及び支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに犬山商工会議所に提

出する必要があります。この場合、「実績報告書」等の提出が犬山商工会議所で

確認できなかったときには、補助金交付決定がなされていても、補助金は支払わ

れませんので、必ず期日を守って提出してください。 

⑥ 支払いを受ける補助金の額は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額 

より少なくなる場合があります。 

補助金交付決定後であっても、提出済みの「実績報告書」等の確認時に、支出

内容に補助対象外経費が計上されていることが判明した場合には、当該支出を除

いて補助対象経費を算出するよう犬山商工会議所から指示します。 

⑦ 所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限が 

あります。 

店舗改装による不動産の効用増加等も、処分の制限を受ける財産に該当し、補

助対象事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間、処分（補

助対象事業の目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されます。 

処分制限期間内に当該財産を処分するには、犬山商工会議所の承認が必要であ

り、承認を受けた後でなければ処分できません。犬山商工会議所は、財産処分を

承認した補助対象事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金

額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させる

ことがあります。承認を受けずに処分を行うと、「実施要綱」違反により補助金

交付取消・返還命令の対象となります。 

⑧ 補助対象事業の関係書類は、事業終了後５年間保存しなければなりません。 

補助対象事業者は、補助対象事業に関係する帳簿および証拠書類を補助対象事

業の完了の日の属する年度の終了後５年間（＝平成 年３月３１日まで）は、犬

山商工会議所からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておか

なければなりません。 

⑨ 国等が助成する他の制度と重複する事業は、補助対象になりません。 

同一の内容について、国（独立行政法人等を含む）、県等が補助する他の制度

（補助金、委託費等）と重複する事業は、補助対象事業とはなりません。 

⑩ 個人情報の使用目的 

犬山商工会議所に提供する個人情報は、次の目的のため利用することがありま 

す。 

・補助金事業の適正な執行のために必要な連絡 

・経営活動状況等を把握するための調査（事業終了後のフォローアップ調査を含 

む） 

・その他、補助金事業の遂行に必要な活動 

⑪ アンケート調査 

本補助金の採択事業者等に対し、補助金を活用して取り組む事業やその効果等

を把握するため、アンケート調査を実施することがあります（補助対象事業完了
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後のフォローアップ調査含む）ので、その際にはご協力をお願いします。 

⑫ その他 

申請・補助対象事業者は、本公募要領、実施要綱やウェブサイト等の案内に記

載のない細部については、犬山商工会議所からの指示に従うものとします。 

 

６．申請に必要な書類等  

  補助金交付申請時に提出する書類は、次のとおりです。 

 

① 申請書 （実施要綱第５条様式１）・・・・・・・・・・・・・Ｐ９ 

② 経営計画書 （実施要綱第５条様式１ 別紙１）・・・・・・・Ｐ１１～１３ 

③ 補助対象事業計画書 （同 別紙２）・・・・・・・・・・・・Ｐ１４～１５ 

④ 支援計画書 （同 別紙３）・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１６ 

⑤ その他書類  

  ア 導入する設備等に係る見積書及びカタログ（写し） 

  イ 店舗、工場、事務所の改装の場合には、その図面等（写し） 

  ウ 市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国保税）の未納額がないこ 

との証明書 

  エ 直近３期分の貸借対照表及び損益計算書（写し）     （法人事業者） 

オ 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 （法人事業者・法人創業者） 

（事業実施期間内に証明書の交付を受けた者は、交付を受けた後速やかに提

出すること。） 

  カ 直近３期分の確定申告書（第一表、第二表、収支内訳書又は所得税青色申 

    告決算書）（写し） なお、収支内訳書がない場合は、直近３期分の貸借対 

    照表及び損益計算書を作成し添付            （個人事業者） 

  キ 開業届（税務署受付印のあるものの写し）        （個人創業者） 

（事業実施期間内に証明書の交付を受けた者は、交付を受けた後速やかに提

出すること。） 

ク 「特定創業支援事業」に係る支援を受けた旨の証明書（写し） （創業者） 

（事業実施期間内に証明書の交付を受けた者は、交付を受けた後速やかに提

出すること。） 

ケ 創業計画書                        （創業者） 

（様式は任意。開業時の必要な資金と調達方法及び、創業当初と軌道に乗っ

た後の売上・売上原価（仕入高）・経費・利益の見通しは必須。） 

コ 「先端設備等導入計画」の認定申請を行う者の場合、犬山市が交付した認 

定書（写し） 

 

７．申請後の諸手続きに必要な書類等  

  補助金交付申請、採択後において提出する書類は、次のとおりです。 

 ① 補助金交付申請の取り下げ届出書 (実施要綱第８条様式３)・・・Ｐ１７ 
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 ② 事業の内容等の変更承認申請書 (同第１０条第１項様式４)・・・Ｐ１８ 

  ・経費配分の変更 （②の別紙）・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９ 

 ③ 事業の中止等の承認申請書 (同第１３条様式５)・・・・・・・・Ｐ２０ 

 ④ 事故報告書 (同第１４条様式６)・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２１ 

 ⑤ 実施状況報告書 (同第１５条様式７)・・・・・・・・・・・・・Ｐ２２ 

 ⑥ 実績報告書 (同第１６条第１項様式８)・・・・・・・・・・・・Ｐ２３ 

  ・支出内訳書 （⑥の別紙）・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２４ 

 ⑦ 売上等成果報告書 (同第１６条第２項様式９)・・・・・・・・・Ｐ２５ 

  ・売上等実績額報告書 （⑦の別紙）・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２６ 

 ⑧ 補助金清算払い請求書  (同第１８条第２項様式１１)・・・・・Ｐ２７ 

 ⑨ 取得財産等管理台帳 (同第２１条第２項様式１２)・・・・・・・Ｐ２８ 

 ⑩ 取得財産等管理明細表 (同第２１条第３項様式１３)・・・・・・Ｐ２９ 

 ⑪ 取得財産等の処分承認申請書 (同第２２条第３項様式１４)・・・Ｐ３０ 
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（別添）小規模事業者設備投資等補助金 設備等照会票【追加公募分】 
提出月日 平成  年 月 日 

名  称 

代表者の役職・氏名          印 

電話番号 

支援担当者名             印 

従事者数 役員・家族従業員数   人 従業員数 人 (パートアルバイト除く) 

業種  取扱商品  

創業年  営業年数  

事業概要 

・商圏及び客層： 

・主な販売先 ： 

・主な仕入先 ： 

 

・御社のコア（中核）業務 

 

経営課題 ※複数選択可。□にチェックを入れたのち下段に具体的に説明ください。 

□新たな商圏・顧客・販路の開拓  

□人材確保  

□既存の商圏・顧客・販路との関係強化  

□新製品・サービスの開発  

□製品・サービスのＰＲ活動や自社の知名度向上  

□業務の効率化  

□ＩＴの利活用  

□既存の製品・サービスの改善  

□商圏・顧客ニーズの把握  

□自社の強みの把握・活用  

□事業承継・Ｍ＆Ａ 

□その他（                ） 

※具体的な経営課題の説明 

 

 

事業の方向性 

 

 

 

設備投資内容（設備名・金額） ※「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備の場合は□にチェックを入れてください 

□ 

□ 

□ 

設備投資の効果 

 

 

 

※小規模事業者設備投資等補助金の申請にあたり、設備投資内容等が公募要領に合致するか 

どうか事前に判断するため提出いただくものです。 

※この照会票は、平成３０年１１月１６日（金）までに提出してください。 
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（様式１） 

申請日：平成  年  月  日 

犬山商工会議所 会頭 殿 

 

郵便番号 

所 在 地 

名  称 

代表者の役職・氏名         印 

電話番号 

 

平成３０年度小規模事業者設備投資等補助金【追加公募分】交付申請書 

 

 犬山商工会議所小規模事業者設備投資等補助金【追加公募分】の交付を受けたいので、小

規模事業者設備投資等補助事業【追加公募分】実施要綱第５条の規定に基づき下記の書類を

添えて申請します。 

 申請書類の記載内容は真正であり、かつ、当社は、小規模事業者設備投資等補助金の交付

を受ける者として、公募要領に定める「小規模事業者設備資金等補助金の交付を受ける者と

して不適当な者」のいずれにも該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反し

たことにより、当方が不利益を被ることになっても異議は一切申し立てません。 

また、本申請にあたり、公募要領に記載された「重要事項」等については、これを確認し、

その内容を十分に理解していることを申し添えます。 

 

記 

・経営計画書    （別紙１） 

・補助対象事業計画書（別紙２） 

・支援計画書    （別紙３）＊依頼に基づき、犬山商工会議所が作成します。 

・その他必要書類 

   導入する設備に係る見積書およびカタログ（写し） 

   店舗・工場・事務所改装の場合、図面等（写し） 

   市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国保税）の未納額がないことの証明書 

◇法人の場合 

・直近３期分の貸借対照表および損益計算書（写し） 

◇法人及び法人として創業する場合 

・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 

＊事業実施期間内に証明書の交付を受けた者は、交付を受けた後速やかに提出すること 

◇個人事業主の場合 

・直近３期分の確定申告書（写し） 
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（第一表、第二表、収支内訳書または所得税青色申告決算書） 

＊収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書（直近３期分）を作成し提出 

 

 

◇個人として創業者する場合 

 ・開業届（税務署受付印のあるものの写し） 

＊事業実施期間内に開業の届出をした者は、届出た後速やかに提出すること 

◇「先端設備等導入計画」の認定申請を行う者の場合 

・犬山市が交付した認定書（写し） 

◇創業者の場合 

・「特定創業支援事業」に係る支援を受けた旨の証明書（写し） 

＊事業実施期間内に証明書の交付を受けた者は、交付を受けた後速やかに提出すること 

・創業計画書 

＊様式は任意。開業時の必要な資金と調達方法及び、創業当初と軌道に乗った後の売上・売上原価（仕入

高）・経費・利益の見通しは必須 
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（別紙１） 

経営計画書 

 

＜応募者の概要＞ 

（ふりがな） 

名称（商号または屋号） 

 

 

代表者役職・氏名  

主たる業種  業種名称  

常時使用する 

従業員数※３ 

       

人 

＊常時使用する従業員がいなければ、「０人」と記入してください。 

＊従業員数が小規模事業者の定義を超える場合は申請できません。 

資本金額 

（個人事業者なら記載不要） 
円 

創業（予定日）または 

法人設立年月（和暦） 
年   月 

直近１期（１年間） 

の売上高※４ 

円 

決算期間１年未満の場合： か月 

直近１期（１年間） 

の売上総利益※５ 

円 

決算期間１年未満の場合： か月 

連 

絡 

担 

当 

者 

（ふりがな） 

氏名 

 

 
役職  

住所 
〒   －     

 

電話番号  携帯電話番号  

FAX番号  E-mailアドレス  

（犬山商工会議所事務局からの書類の送付や必要書類の提出依頼等の電話・メール連絡は、全て「連絡担当者」宛てに行いま

す。補助金の申請内容や実績報告時の提出書類の内容について、責任をもって説明できる方を記載してください。電話番号ま

たは携帯電話番号は必ず記入をお願いします。FAX番号・E-mailアドレスも極力記入してください。） 

※３ 公募要領Ｐ.２の常時使用する従業員数の考え方をご参照のうえ、ご記入ください。なお、常時使用する従業員に含める

か否かの判断に迷った場合は、商工会議所事務局にご相談ください。 

※４「直近１期（１年間）の売上高」は、以下の記載金額を転記してください。 

・法人の場合：「損益計算書」の「売上高」（決算額）欄の金額 

・個人事業者の場合：「所得税及び復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「収入金額等」の「事業収入」欄、または「収

支内訳書・１面」の「収入金額」の「①売上（収入）金額」欄、もしくは「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「①

売上（収入）金額」欄の金額 

＜注＞①設立から１年未満のため直前決算期間が１年に満たない場合は、直前期の決算額の下に、決算期間（月数）を記載し

てください（例えば個人から法人成りした後、１年に満たない場合も、法人としての決算期間で記載）。 

②設立から間がなく、一度も決算期を迎えていない場合は、「売上高」は「０円」と記載するとともに、「決算期間（月数）」欄

も「０か月」と記載してください。 

※５「直近１期（１年間）の売上総利益」は、以下の記載金額を転記してください。 

・法人の場合：「損益計算書」の「売上総利益」（決算額）欄の金額 

・個人事業者の場合：「収支内訳書・１面」の「⑩差引金額」欄、または「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「⑦
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差引金額」欄の金額 

＜注＞①設立から１年未満のため直前決算期間が１年に満たない場合は、直前期の決算額の下に、決算期間（月数）を記 

載してください（例えば個人から法人成りした後、１年に満たない場合も、法人としての決算期間で記載）。 

②設立から間がなく、一度も決算期を迎えていない場合は、「売上高」は「０円」と記載するとともに、「決算期間（月数）」欄

も「０か月」と記載してください。 

 

※全ての申請者【必須回答】（風俗営業法に該当する場合は、申請できません。） 

補助対象事業として取り組むものが、風俗営業法第２条に 

に該当するか否か 

□該当す 

 る 

□該当し 

ない 

 

※全ての申請者【必須回答】（暴力団員またはその関係者の場合は、申請できません。） 

補助対象事業として取り組むものが、暴力団員またはその関係

者に該当するか否か 

□該当す 

 る 

□該当し 

ない 

 

※全ての申請者【必須回答】（市税が未納の場合は、申請できません。） 

補助対象事業として取り組むものが、犬山市税（市県民税、固

定資産税、軽自動車税及び国保税）を滞納しているか否か 

□該当す 

 る 

□該当し 

ない 

 

※全ての申請者【必須回答】 

１年目事業（平成２８年度）、犬山商工会議所小規模事業者設

備投資等補助対象事業の採択・交付決定を受け、補助事業実施

した者か否か 

□ 補 助 事

業 者 で あ

る。 

□ 補 助 事

業 者 で な

い 

２年目事業（平成２９年度【１回目】または【追加募集】）、犬

山商工会議所小規模事業者設備投資等補助対象事業の採択・交

付決定を受け、補助事業実施した者か否か 

□ 補 助 事

業 者 で あ

る。 

□ 補 助 事

業 者 で な

い 

（１年目事業～２年目事業のいずれか補助事業者の方のみ） 

それぞれ該当する回の補助事業での設備投資内容及び売上増加策または付加価値増加

策、成果を記載したうえで、今回の補助事業との違いを記載してください。 

なお、前回（平成３０年度）の本補助事業対象者は、今回の申請はできません。 
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１．企業理念 

 

 

 

２．企業概要 

 

 

 

 

 

３. 顧客ニーズと市場の動向 

 

 

 

 

４．自社や自社の提供する商品・サービスの強み 

 

 

 

 

 

４－２．今後の設備投資計画【「先端設備等導入計画」の認定申請を行い、補助上限額の引き上げを希望する事

業者のみ記入】 

 

 

 

□ 先端設備等導入計画の認定申請を行う意志がある（該当する事業者はチェックを入れてください。） 

先端設備等の導入（設置）場所を記入： 

   犬山市 

５．経営方針・目標と今後のプラン 

 

 

 

 

 

 

※経営計画書の作成にあたっては商工会議所事務局と相談し、助言・指導を得ながら進めることができます。 

※全ての欄が必須記入です。欄が足りない場合は適宜、行数・ページ数を追加できます。 
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（別紙２） 

補助対象事業計画書 

名 称：          

１．補助対象事業の内容 

1．補助対象事業で行う事業名【必須記入】（30文字以内で記入すること）及び事業期間 

  事業名 

  事業期間     年  月  日（ ）～   年  月  日（ ） 

2．設備投資等の取組内容【必須記入】（設備投資等の取り組み内容を記入すること） 

  導入する設備内容、場所、金額、時期等 

 

 

３．事業者の今期事業年度（平成 年 月 日～平成 年 月 日） 

売上額向上見込                          単位：万円 

 H27 

実績 

H28 

実績 

H29 

実績 

今期 

見込 

H31 

見込 

H32 

見込 

H33 

見込 

売上額        

伸び率   100%     

備考        

 

付加価値額向上見込                         単位：万円 

 H27 

実績 

H28 

実績 

H29 

実績 

今期 

見込 

H31 

見込 

H32 

見込 

H33 

見込 

付加価値額        

伸び率   100％     

売上高        

売上原価        

一般管理費        

営業利益        

人件費        

設備投資額        

減価償却費        

        

  付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費 

  営業利益 ＝売上高－（売上原価＋一般管理費） 

  人件費  ＝役員報酬、専従者給与、福利厚生費を含む 

  ※個人事業者は、１月～１２月を基準として記入すること。 

  ※法人事業者は、法人の決算日を基準として記入すること。 
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4. 補助対象事業の効果【必須記入】 

 

 

 

※採択時に、「事業者名称」および「補助対象事業で行う事業名」等が一般公表されます。 

※欄が足りない場合は適宜、行数・ページ数を追加できます。 

 

２．経費明細表【必須記入】 

（単位：円） 

経費区分 内容・必要理由 経費内訳（単価×数） 補助対象経費(税抜) 

    

    

    

（１）補助対象経費合計  

（２）補助金交付申請額   （１）×補助率 2/3以内（円未満切捨て）  

※経費区分には、「①機械装置等購入経費」②「外注費」③「車両運搬具購入経費」④「ソフトウェア購入経費」⑤「先端設備

等導入計画に基づき導入する設備等購入経費」⑥「その他」までの各費目を記入してください。 

※補助対象経費の消費税については、税抜で記載してください。 

※（２）の上限は３０万円。ただし、補助対象経費に「先端設備等導入計画」に基づき導入する所定の設備等が含まれる場合

は、当該上限額を５０万円にまで拡大することとします。 

 

３．資金調達方法【必須記入】 

＜補助対象経費の調達一覧＞      ＜２．補助金相当額の手当方法＞(※３) 

区分 金額（円） 資金 

調達先 

 区分 金 額

（円） 

資金 

調達先 

1.自己資金   2-1.自己資金   

2.設備投資等

補助金（※１） 

  2-2.金融機関

からの借入金 

  

3.金融機関か

らの借入金 

  2-3.その他   

4.その他      

5.合計額 

（※２） 

   

※１ 補助金額は、２．経費明細表（２）補助金交付申請額と一致させること。 

※２ 合計額は、２．経費明細表（１）補助対象経費合計と一致させること。 

※３ 補助対象事業が終了してからの精算となりますので、その間の資金の調達方法について、ご記入ください。 

 

（２、３．の各項目について記載内容が多い場合、適宜、行数・ページ数を追加できます。） 
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支援担当者が記入                           （別紙３） 

記入日：平成  年  月  日 

犬山商工会議所 会頭 殿 

 

犬山商工会議所 

支援担当者(確認者)所属 

氏     名：               担当者印 

 

小規模事業者設備投資等補助対象事業 支援計画書 

 小規模事業者設備投資等補助金の交付を申請した下記１の事業者について、当該事業が採

択された場合においては下記２によりその実施を支援します。 

 

記 

１．支援対象事業者 

   事業者名称： 

 

２．支援内容 

（１）企業からの要望 

 

 

 

（２）支援目標 

 

 

 

 

（３）支援内容 

 ①補助対象事業期間中の支援 

 

 

① 補助対象事業期間終了後３年間の支援 

 

 

 

 

 

【追加公募】 
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（様式３） 

平成  年  月  日 

 

 犬山商工会議所 会頭殿 

 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

 

小規模事業者設備投資等補助金【追加公募分】交付申請取り下げ届出書 

 

 平成 年 月 日付け犬商議中発 号で交付決定通知のあった小規模事業者設備投資等補

助金の交付の申請は、下記のとおり取り下げることとしたので、小規模事業者設備投資等補

助事業【追加公募分】実施要綱第８条の規定に基づき届け出ます。 

 

 

                     記 

 

１．補助対象事業の名称 

 

 

 

２．交付申請の取り下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加公募】 
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（様式４） 

平成  年  月  日 

 

 犬山商工会議所 会頭殿 

 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

 

小規模事業者設備投資等補助対象事業の内容・経費の配分の変更承認申請書 

 

 平成 年 月 日付け犬商議中発 号で交付決定通知のあった上記補助事業を下記のとお

り変更したいので、小規模事業者設備投資等補助事業【追加公募分】実施要綱第１０条第１

項の規定に基づき承認を申請します。 

 

 

                     記 

 

１．変更の理由 

 

 

 

２．変更の内容 

 （１）補助対象事業内容の変更 

 

 

 

 （２）経費の配分の変更 （別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加公募】 
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（別紙） 

 

 

              経費の配分の変更 

                              （単位：円） 

 

経 費 区 分 

補助対象経費 

変更前 変更後 

内容 金額 内容 金額 

１．機械装置等購入経費     

２．外注費     

３．車両運搬具購入経費     

４．ソフトウエア購入経費     

５．先端設備等導入計画に基

づき導入する設備等購入経費 

    

６．その他     

合 計     

                    ※消費税抜き金額で記載すること 

 

 変更前 変更後 

補助金額 

（補助対象経費合計の 2/3 以内） 

  

                    ※変更前の補助金額を上限とする。 
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（様式５） 

平成  年  月  日 

 

 犬山商工会議所 会頭殿 

 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

 

小規模事業者設備投資等補助対象事業の中止（廃止）承認申請書 

 

 平成 年 月 日付け犬商議中発 号で交付決定通知のあった上記補助対象事業を下記の

とおり中止（廃止）したいので、小規模事業者設備投資等補助事業実施要綱【追加公募分】

第１３条の規定に基づき承認を申請します。 

 

 

                     記 

 

１．中止（廃止）の事業名 

 

 

 

２．中止（廃止）の理由 

 

 

 

３．補助対象事業中止の期間（廃止の時期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加公募】 
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（様式６） 

平成  年  月  日 

 

 犬山商工会議所 会頭殿 

 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

小規模事業者設備投資等補助対象事業の事故報告書 

 

 補助対象事業について（・予定の期間内に完了できない ・実施が困難）となったので、

小規模事業者設備投資等補助事業実施要綱【追加公募分】第１４条の規定に基づき下記のと

おり報告します。 

 

                     記 

 

１．補助対象事業名 

   小規模事業者設備投資等補助対象事業 

  （平成  年  月  日）交付決定 犬商議中発  号 

 

２．補助金額（単位は円とし、算用数字を用いること。） 

 

 

３．事故の原因および内容 

 

 

４．事故に係る金額（単位は円とし、算用数字を用いること。） 

 

 

５．事故に対して取った措置 

 

 

６．事業の遂行と完了日の予定 

 

 

７．事故が事業に及ぼす影響 

 

【追加公募】 
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（様式７） 

平成  年  月  日 

犬山商工会議所 会頭殿 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

小規模事業者設備投資等補助対象事業の実施状況報告書 

 

 補助対象事業の実施及び収支の状況について、小規模事業者設備投資等補助事業実施要綱

【追加公募分】第１５条の規定に基づき下記のとおり報告します。 

 

                     記 

１．補助対象事業名 

   小規模事業者設備投資等補助対象事業 

  （平成  年  月  日）交付決定 犬商議中発  号） 

 

２．補助金額（単位は円とし、算用数字を用いること。） 

 

３．補助対象事業の内容 

（１）事業者名 

 

（２）事業名 

 

（３）事業の概要 

  ⅰ）具体的内容 

 

  ⅱ）本事業の進め方イメージ 

 

（４）〇〇月末現在の実施状況 

   （①当初計画の内容、②当初計画の実施状況、③直面した課題とその対応状況、 

    の３点について記入） 

 

（５）〇〇月末現在の事業経費の状況 

 

（６）本補助対象事業がもたらす効果等 

 

（７）本補助対象事業の推進にあたっての改善点、意見等 

【追加公募】 
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（様式８） 

平成  年  月  日 

 犬山商工会議所 会頭殿 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

小規模事業者設備投資等補助対象事業の実績報告書 

 

 補助対象事業が完了したので、小規模事業者設備投資等補助事業実施要綱【追加公募分】

第１６条の規定に基づき下記のとおり報告します。 

 

                     記 

１．補助対象事業名 

   小規模事業者設備投資等補助対象事業【追加公募分】 

  （平成  年  月  日）交付決定 犬商議中発  号） 

 

２．事業期間 

   開始  平成  年  月  日 

   終了  平成  年  月  日 

 

３．実施した補助事業の概要 

（１）事業者名 

 

（２）事業名 

 

（３）事業の具体的な取組内容 

 

（４）事業成果（概要） 

 

（５）事業経費の状況 

   ・支出内訳書（別紙） 

 

（６）本補助対象事業がもたらす効果等 

 

（７）本補助対象事業の推進にあたっての改善点、意見等 

 

（８）取得財産等管理明細表（実施要綱【追加公募分】様式１３） 

【追加公募】 
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（別紙） 

               支出内訳書 

                       事業者名          

 

                              （単位：円） 

経 費 区 分 
補助対象経費 

（税抜き） 
設 備 名 

購入先・外注先 

事業者名 

１．機械装置等購入経費    

２．外注費    

３．車両運搬具購入経費    

４．ソフトウエア購入 

経費 

   

５．先端設備等導入計画に基

づき導入する設備等購入経費 

   

６．その他    

補助対象経費合計    

(1)補助対象経費合計の 

 ３分の２の金額 

（円未満切り捨て） 

   

(2)交付決定通知書記載 

 の補助金の金額 

   

(3)補助金額 

 (1)または(2)の 

いずれか低い金額 

   

             ※消費税抜き金額で記載すること 

 

   ※当該設備の見積書（税抜１００万以上の場合は２社以上） 

   ※当該設備の発注書（店舗での購入は不要） 

   ※当該設備の納品書 

   ※当該設備の完了報告書（店舗での購入は不要） 

   ※当該設備の領収書 

   ※当該設備の写真（着手前、着手後 または、設置前、設置後） 

           （ソフトウエアはパッケージの写真） 
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（様式９） 

平成  年  月  日 

 

 犬山商工会議所 会頭殿 

 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

小規模事業者設備投資等補助対象事業の売上等成果報告書 

 

 補助対象事業の成果状況について、小規模事業者設備投資等補助事業実施要綱【追加公募

分】第１６条第２項の規定に基づき下記のとおり報告します。 

                     記 

１．補助対象事業名 

   小規模事業者設備投資等補助対象事業【追加公募分】 

  （平成  年  月  日）交付決定 犬商議中発  号） 

 

２．事業期間 

   開始  平成  年  月  日 

   終了  平成  年  月  日 

 

２．実施した補助事業の概要 

（１）事業者名 

 

（２）事業名 

 

（３）事業の具体的な取組内容 

 

（４）事業完了後の成果（概要） 

    事業年度、翌年度、翌々年度、３年後  （報告年度を○印） 

    ※別紙の「事業年度終了後４年間の売上等実績額報告書」を添付 

 

 

（５）本補助対象事業がもたらした効果等 

 

 

（６）本補助対象事業の推進にあたっての改善点、意見等 

【追加公募】 
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（別紙） 

        事業年度終了後４年間の売上等実績額報告書 

 

                       事業者名          

 

今期事業年度  （平成 年 月 日～平成 年 月 日）（決算期間） 

 

売上額向上見込                          単位：万円 

 ３年前 

H27実績 

前々年度 

H28実績 

前年度 

H29実績 

事業年度 

H 30実績 

翌年度 

H31実績 

翌々年度 

H32実績 

３年後 

H33実績 

売上額        

伸び率   100%     

備考        

    ※万円以下の端数は、四捨五入 

 

付加価値額向上見込                          単位：万円 

 ３年前 

H27実績 

前々年度 

H28実績 

前年度 

H29実績 

事業年度 

H 30実績 

翌年度 

H31実績 

翌々年度 

H32実績 

３年後 

H33実績 

付加価値額        

伸び率   100％     

売上高        

売上原価        

一般管理費        

営業利益        

人件費        

設備投資額        

減価償却費        

        

    ※万円以下の端数は、四捨五入 

 ※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費 

    ※営業利益 ＝売上高－（売上原価＋一般管理費） 

    ※人件費  ＝役員報酬、専従者給与、福利厚生費を含む 

    ※個人事業所の事業年度は、１月１日～１２月３１日までを基準とします。 

    ※法人事業所の事業年度は、当該法人の決算日の翌日から決算日までとします。 

 

  本報告書は事業終了後、事業年度及び翌年度から３年間、決算終了後２カ月以内に報告

してください。 ただし法人について、補助事業年度（今期）は、１２月末時点での、数値

を２月末までに報告してください。 
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（様式１１） 

平成  年  月  日 

 犬山商工会議所 会頭殿 

 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

小規模事業者設備投資等補助金精算払い請求書 

 

 補助対象事業に係る補助金の支払いを受けたいので、小規模事業者設備投資等補助事業実

施要綱【追加公募分】第１８条第２項の規定に基づき下記のとおり請求します。 

 

                     記 

１．補助対象事業名 

   小規模事業者設備投資等補助事業【追加公募分】 

  （平成  年  月  日）交付決定 犬商議中発  号 

 

２．請求金額（単位は円とし、算用数字を用いること） 

 

                         円 

 

３．振込先金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び預金の名義 

 

   振込先金融機関名 

 

   支店名 

 

   預金種別  

 

   口座番号 

 

   預金名義カタカナ 

 

   預金名義 

 

 

    以上、５項目について通帳のコピーを添付してください。 

【追加公募】 
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（様式１２） 

 

      小規模事業者設備投資等補助事業に係る取得財産等管理台帳 

 

                                 （単位：円） 

 区分 

 

財産名 

規格 数量 単価 金額 

取得年 

月日 

保管 

場所 

備考 

        

        

        

        

 

（注）１．対象となる取得財産等は、所得価格または効用の増加価格が実施要綱第 

２２条第１項に定める処分制限額以上の財産とする。 

   ２．数量は、同一規格であれば一括して記載して差し支えない。ただし、単価が 

    異なる場合には区分して記載のこと。 

   ３．取得年月日は、検査を行う場合は検収年月日を記載のこと。 
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（様式１３） 

 

      小規模事業者設備投資等補助事業に係る取得財産等管理明細表 

 

                                  （単位：円） 

 区分 

 

財産名 

 

規格 

 

数量 

 

単価 

 

金額 

 

取得 

年月日 

 

保管 

場所 

 

備考 

        

        

        

        

 

（注）１．対象となる取得財産等は、所得価格または効用の増加価格が実施要綱第 

２２条第１項に定める処分制限額以上の財産とする。 

   ２．数量は、同一規格であれば一括して記載して差し支えない。ただし、単価が 

    異なる場合には区分して記載のこと。 

   ３．取得年月日は、検査を行う場合は検収年月日を記載のこと。 

   ４．事業の実績報告書に添付して提出してください。 
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（様式１４） 

平成  年  月  日 

 

 犬山商工会議所 会頭殿 

 

住所 

      名称 

      代表者役職 

      氏名              印 

 

 

小規模事業者設備投資等補助金に係る取得財産等の処分承認申請書 

 

 小規模事業者設備投資等補助金により取得した財産を下記のとおり処分したいので、小規

模事業者設備投資等補助事業実施要綱【追加公募分】第２２条第３項の規定に基づき承認を

申請します。 

 

                     記 

 

１．品目および取得年月日 

    

 

２．取得価格および時価 

 

 

 

３．処分の方法 

 

 

 

４．処分の理由 

 

【追加公募】 


